
指定管理者3議案を否決 

平成20年（2008年）9月7日 市議会だより  GOJO 35号 （3） 

事業計画書の内容が、

市民の平等な利用を確

保することができるも

のであるかどうか。 

事業計画書の内容が、

最少の経費で指定管理

者管理公園の効用を最

大限に発揮できるもの

であるかどうか。  

 

 

 

事業計画書の内容が、最

少の経費で指定管理者管

理公園の適切な維持管理

を図ることができるもの

であるかどうか。 

 
申請者が事業計画書に

沿った管理を安定して

行うために必要な人員、

資産その他の経営の規

模及び能力を有してい

るかどうか。 

合計点 金　額 団　体　名 結　果 

【審査結果】 

「5万人の森公園」事業計画書　審査集計表及び金額一覧表 
指定の期間：H20.10.1 ～ H23.3.31

合計点 金　額 団　体　名 結　果 

合計点 金　額 団　体　名 結　果 

    

　
平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

の
建
設
経
済
常
任
委
員
会
に
は
、

理
事
者
側
か
ら
、
付
託
さ
れ
た

議
案
を
審
査
す
る
た
め
五
條
市

公
園
施
設
の
指
定
管
理
者
選
定

に
関
す
る
資
料
が
提
出
さ
れ
、

そ
の
中
に
は
、
五
月
二
十
九
日

付
で
「
指
定
管
理
者
申
請
団
体
」

の
一
社
か
ら
市
長
及
び
副
市
長

あ
て
に
提
出
さ
れ
た
「
不
服
申

立
書
」
と
そ
れ
に
対
す
る
市
長

か
ら
の
「
回
答
書
」
が
あ
り
ま

し
た
。 

　
こ
の
「
不
服
申
立
書
」
は
、

今
回
の
指
定
管
理
者
の
選
定
結

果
に
つ
い
て
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

　
そ
の
内
容
は
五
項
目
に
も
わ

た
っ
て
お
り
、
一
点
目
は
、
「
指

定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
指
定

管
理
者
選
定
委
員
会
の
評
価
結

果
を
基
準
に
、
総
合
評
価
を
行

っ
た
上
で
、
最
も
適
切
に
施
設

を
管
理
で
き
る
と
認
め
る
団
体

を
候
補
者
と
し
て
選
定
と
あ
る
が
、

一
次
評
価
・
総
合
評
価
と
も
が

適
正
に
行
わ
れ
た
の
か
疑
問
で

あ
る
。
一
位
と
二
位
と
を
比
較

し
た
総
合
評
価
が
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
経

緯
と
内
容
が
不
透
明
で
あ
る
。
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。 

　
二
点
目
は
、
「
公
園
施
設
、

グ
ラ
ウ
ン
ド
、
体
育
館
等
の
管

理
運
営
実
績
に
つ
い
て
は
、
一

位
の
団
体
に
は
な
い
の
で
は
な

い
か
。
」
な
ど
と
い
う
も
の
で

し
た
。 

　
三
点
目
は
、
「
提
案
指
定
管

理
料
に
つ
い
て
、
選
定
基
準
の

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
『
最

少
の
経
費
で
』
指
定
管
理
者
管

理
公
園
の
効
果
を
最
大
限
に
発

揮
ま
た
は
適
切
な
維
持
管
理
を

図
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
評
価
が
適

正
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な

い
か
。 

　
指
定
管
理
制
度
の
第
一
の
目

的
は
、
市
の
出
費
を
で
き
る
限

り
少
な
く
す
る
こ
と
、
指
定
管

理
料
の
支
出
を
で
き
る
限
り
低

く
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
」

と
い
う
も
の
で
し
た
。 

　
四
点
目
は
、
「
審
査
委
員
の

評
価
集
計
を
無
記
名
で
実
施
し

た
と
の
情
報
が
あ
る
が
、
各
審

査
委
員
が
適
正
な
評
価
を
し
た

な
ら
ば
、
記
名
式
が
通
常
と
考

え
ら
れ
る
。
（
不
透
明
な
審
査

で
は
な
い
か
。
）
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。 

　
五
点
目
は
、
「
多
数
の
人
か
ら
、

当
社
の
審
査
内
容
が
最
も
良
か

っ
た
と
の
声
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
結
果
は
、
三
施
設
と

も
同
じ
団
体
が
一
位
で
あ
っ
た
。」

と
い
う
も
の
で
し
た
。 

　
以
上
の
よ
う
な「
不
服
申
立
書
」

を
提
出
し
た
申
請
団
体
に
対
し
て
、

市
長
名
の
六
月
二
十
日
付
け
「
回

答
書
」
は
、
「
評
価
項
目
に
つ

い
て
は
管
理
費
の
削
減
だ
け
を

求
め
る
の
で
は
な
く
、
費
用
以

上
の
効
果
を
見
込
め
る
か
と
い

う
こ
と
も
含
め
配
点
し
、
選
定

を
行
っ
た
。
」
と
い
う
も
の
で

し
た
。 

【委　員】 
（1）副市長（会長） 
（2）自治連合会会長 
（3）商工会会長 
（4）観光協会会長 

（5）学識経験者 
（6）顧問弁護士 
（7）市議会議長 
（8）市議会建設経済常任委員長 

「上野公園」事業計画　審査集計表及び金額一覧表 
指定の期間：H20.10.1 ～ H23.3.31

「阿田峯公園」事業計画　審査集計表及び金額一覧表 
指定の期間：H20.10.1 ～ H23.3.31

【選定基準】 

【審査対象】 
応募のあった申請のうち応募資格のすべてを満たしたものを 
対象とする。 

候補者 

第2順位者 

第3順位者 

第4順位者 
 

第5順位者 

第6順位者 

第7順位者 

第8順位者 

候補者 

第2順位者 

第3順位者 

候補者 

第2順位者 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

山田造園土木（株） 

ＮＢグループ 

（株）キタムラ・熊代農園 

秋本建設（株） 

イチエ（有） 

山縣恒夫（栗原造園） 

長原建設 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

（有）カインド 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

差　　額 

13,660万円（3施設合計） 

11,400万円（　　〃　　） 

2,260万円（　　〃　　） 

（株）ランドスケープキーパーズ 

アスカ美装（株） 

714 

712 

670 

642 
 

614 

480 

426 

312

714 

686 

602

714 

698

2,940万円 

1,950万円 

2,328万円 

3,000万円 
 

3,000万円 

2,608万円 

2,393万2千円 

3,000万円 

4,065万円 

3,700万円 

4,150万円 

6,655万円 

5,750万円 

評価項目 配点 選定基準 区分 

平等利用を図るための具

体的手法の適格性 

 

 

市民の管理運営方針に対

する適格性 

利用者の増加を図るため

の具体的手法及び期待さ

れる効果 

サービスの向上を図るた

めの具体的手法及び期待

される効果 

施設の維持管理への取り

組み内容の適格性 

安全対策への取り組み内

容の適格性 

管理料の内容の適格性 

安定的な監理を行うため

の人的能力の適格 

安定的な管理運営を行う

ための運営能力の適格 

安定的な運営が可能とな

る経理的基盤の適正 

1 

 

2 

 

3 

 

4

10点 

 

30点 

 

30点 

 

30点 

100点 合　　計 

指
定
管
理
者
申
請
団
体 

か
ら
「
不
服
申
立
書
」 

が
提
出 


